
 

 

１．申込方法 

① FAX 「酒田の花火協賛金申込書」に必要事項をご記入の上FAX：0234-22-9310 まで

お送りください。 

② メール 「酒田の花火協賛金申込書」に必要事項を入力の上 hanabi@sakata-cci.or.jp

までお送りください。 

２．お問い合わせ先 

酒田の花火実行委員会事務局 協賛業務部会担当（酒田商工会議所 0234-22-9311） 

３．協賛の種類 

一般協賛 
特別先行 

協賛額 

必ず実施 いずれか選択 

花火公式HP 

バナーリンク作成 

花火公式HP 

企業名掲載 
プログラム掲載 招待席チケット 

酒田の花火 

テレビ CM 

観覧席 

先行購入権 

50 万円 あり 特大サイズ 特大サイズ C1 席 5 マス CM10 回※ 

上限なし 

30 万円 あり 特大サイズ 特大サイズ C1 席 3 マス CM6回 

20 万円 あり 大サイズ 特大サイズ C1 席 2 マス CM5回 

10 万円 ― 大サイズ 大サイズ C1 席 1 マス CM2回 

５万円 ― ― 中サイズ B1 席 8 名分 ― 

 ３万円 ― ― 小サイズ B1 席 4 名分 ― 

 １万円 ― ― 小サイズ ― ― 

20 万円以上のご協賛をいただける場合観覧会場で企業名を読み上げさせていただきます。 

スポンサー花火 

花火の一プログラムを丸ごと御社名で打ち上げるスポンサー花火も募集！！ 詳しくは事務局まで 

※ 座席の詳細については、別添チラシをご参照ください。C1 席 1 マスあたり 6 人となります。 

観覧席の先行販売は、7 月の一般販売に先駆け先行してご購入いただけます。 

※ 酒田の花火テレビ CM は、１本 15 秒中ラストカット約６秒間で 1 回となります。お申込みをいただいた後、実行委

員会協賛業務部から CM に使用するロゴ等について確認をさせていただきます。 

※ 50 万円の協賛の場合、CM10 回放送のうち 1 回は（ゴールデンタイム含む 19 時～23 時迄の間）での放送。 

※ プログラムへの協賛事業所名掲載の都合上、７月４日（金）までにご検討いただき、別紙の申込書に

て FAX,またはメールでお申込み下さいますようお願い申し上げます。 

※ 詳しくは酒田の花火実行員会事務局 協賛事業部担当 （酒田商工会議所）までご相談ください。 

 

ご協賛金を振込いただく場合は、下記銀行口座まで振込みをお願いいたします。 

銀行名 荘内銀行酒田中央支店 口座種別・番号 普通１１４１２１４ 

名 義 
ｻｶﾀﾉﾊﾅﾋﾞｼﾞﾂｺｳｲｲﾝｶｲ  

酒田の花火実行委員会  

協賛金振込口座 

酒田の花火 2025 企業協賛のお願い 

別紙２ 
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酒田の花火 協賛金申込書 

 
 

酒田の花火実行委員会 あて 

申 込 日 令和７年   月   日（  ）    
担当者名  

電話番号  

事業所名  

住    所  

 

【希望する協賛金の□欄にチェック☑ または項目を〇で囲んでください。】 
 

一般協賛金  

プログラム 

掲載名 

 

 

 

※事業所名と異なる場合にご記入ください 

例） 

・株式会社●●⇒ ㈱●●で掲載 

・運営会社名  ⇒ 店舗名または 

ブランド名で掲載 

協賛金額 

 

  

左記以外のご希望額 

 

 

          円 

 

 

協賛金 

振込予定日   月  日 予定 

※現金収受のトラブル防止のため、基本的に振込みによるご協賛を

お願いしております。ご理解ご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

領収書要否 □ 必要です     □ 必要ありません 

協賛金総額 10万円以上の事業者 

返礼品の希望 

□ 招待席チケット 

□ テレビＣＭ 

観覧席チケット 

追加希望（有料） 

 

席種 

席数 

 

※花火の一プログラムを丸ごと御社名で打ち上げるスポンサー花火も募集！！ 

詳細は酒田市交流観光課事務局までご連絡下さいますようお願い申し上げます。 

 

 お問合せ先：酒田市交流観光課 酒田の花火事務局 ０２３４－２６－５７５９  

 

 
 

 

 

◆協賛金申込書の送付先 

FAX 番号：0234-22-9310  メール：hanabi@sakata-cci.or.jp 

   酒田の花火実行委員会 協賛業務部会担当（酒田商工会議所）℡0234-22-9311 

□ 50万円 

□  30万円      

 

□  20万円      

 

□ 10万円   

□  5万円      

 

□  3万円      

 

□ 1万円   
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